
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 ： 株式会社 八幡創活サポートセンター   Morioka Iwate  

➢ 記載の施策は代表的なものです。一部の施策は関連法案、
条例案成立後に取扱開始となりますので、ご注意ください。 

➢ 施策は日々更新されています。最新の状況については、
所管官庁・事業所等のＨＰを参照、または直接連絡等により
お問合せ願います。 

生活支援臨時 
給付金（仮称） 

【スキーム調整中】 

・国民 1人あたり一律 10万円を給付 

・郵送またはＷＥＢにて振込口座等を申告 

総務省 給付金コールセンター 

平日９時～１８時３０分 

03-5638-5855 

休業手当 
・会社都合による休業の場合、会社は平均賃金の

60/100以上の手当を従業員に支給（労基法 26条） 

・都道府県知事が行う就業制限は対象外 

傷病手当金 
（拡充） 

・健保の被保険者が、新型コロナに感染し仕事

を休んだ場合、最長 1年 6か月の間、標準報酬

月額の 2/3相当額を日割りで支給 

失業給付 
・失業となった場合には、生活の安定と就職 

の促進のため、失業等給付が支給される 

・自己都合退職は、退職後 3か月経過後から支給 

アパート・住宅ローン等 
返済猶予・条件変更 

・金融庁より金融機関に対し、条件変更等の 

依頼に柔軟に対応するよう要請あり 

・事業者別の諸条件は取引金融機関へ相談 

詳細は取引金融機関へ 

お問い合わせください 

★給付・助成を受けたい 

国税・地方税の 
納付猶予 

・国税の納付猶予（延滞金無し、無担保） 

・地方税納付猶予についても自治体に相談 

詳細は管轄の税務署、 

自治体税務関連部署に 

お問い合わせください 

公共料金の 
納付猶予 

・電気、ガス、水道料金等の公共料金について、 

一定期間の納付猶予が認められる場合がある。 

R2.4.18現在暫定速報版 

編 集   

中小企業診断士/盛岡市議会議員 

大 石 きみお 

詳細は市町村国保年金担当部署 

および年金事務所に 

お問い合わせください 

国保・介護保険料 
国民年金保険料 
等の納付猶予・減免

ん 
詳細は各事業者に 

お問い合わせください 

★各種の支払いを抑えたい 

2ページへ続く 

経済産業省 
コロナサイト 

総務省 
コロナサイト 

各都道府県労働局 

特別労働相談窓口 

支給要件、手続詳細は、 

ご加入の健康保険団体に 

お問い合わせください 

お近くのハローワークへ 

お問い合わせください 

・要件に合致した場合、一定期間の納付猶予 

が認められる場合がある。 

・延滞金免除、差押・換価免除も可能 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急小口資金 
特例貸付 

（主に休業の方） 

・無利子、無保証人で、最大 10万円まで貸付 

・学校休業、個人事業主は最大 20万円 

・据置 1年以内、償還期限 2年以内 お住いの市区町村 

社会福祉協議会に 

お問い合わせください 

【盛岡市独自制度】 
勤労者生活 
援助資金 

・実質無利子、無保証人で、最大 50万円 

・東北労働金庫による代理貸制度 

・金利、保証料相当分について市が負担 

盛岡市商工労働部 

経済企画課 

019-613-8298 

発行/株式会社八幡創活サポートセンター   大石きみお 

岩手県盛岡市八幡町１－１５ TEL/FAX 019-618-3996  kimiooishi@echna.ne.jp 

★金利ゼロｏｒ低利の生活資金を借りたい 

授業料減免・奨学金 
（高等学校） 

・経済的事情等、一定の要件に合致した場合、 

授業料の免除を受けることができる 

・返済不要の奨学給付金制度もあり 

（岩手/年額 38,100円～138,000円）" 
授業料減免・奨学金 
（大学、短大、高専、 
専門学校等） 

・経済的事情等、一定の要件に合致した場合、授業料・

入学金の免除・減額を受けることができる 

・返済不要の奨学給付金制度もあり 

・文科省のＨＰ等を参照 

・高校（受験生）または 

大学等（在学中）へ申請 

要件詳細は都道府県の 

ＨＰ等を参照 

在学中の高等学校へ申請 

★子どもの進学、通学を支えたい 

総合支援資金 
特例貸付 

（主に失業の方） 

・無利子、無保証人で月 20万円以内（単身 

世帯は 15万円以内）かつ 3月以内 

・据置 1年以内、償還期限 10年以内 

 中止イベントチケット 
料金の寄付金控除 

・中止された文化芸術・スポーツイベントの 

チケットの払戻を受けない場合、年間 20 

万円を上限に寄付金控除の対象となる 

文化庁 本件税制担当 

03-5253-4111 

内線４７６４ 

★中止のイベントを支援したい 

参考情報）コロナ関連サイトへのリンク集 

厚生労働省ＨＰ 

コロナ総合サイト 

感染状況、予防対策等 

岩手県ＨＰ 

コロナ関連情報サイト 

相談・検査件数、窓口紹介等 

電子政府の総合窓口 

各省庁ＨＰ、自治体事例等にリンク 


